
１.国民健康保険                                                 
　(1)国民健康保険とは
病気やケガに備えて加入者のみんなでお金を出し合って、医療機関に受診
するときの医療費の補助などに充てる社会保障制度
　(2)どんな人が加入するのか
　　自営業の人（一人自営などは社会保険に入れない）や農業従事者
　　フリーランス、パート、無職、会社を退職し社会保険から外れた人
　　社会保険の扶養から外れた人、外国から来日した外国人等
　(3)手続き
　　他の市町村から転入し、他の保険に加入していないとき
　　会社を辞め任意継続ではなく国民健康保険へ加入するとき
　　扶養から外れたとき
　　子供が生まれ、社会保険に入れないとき
　　生活保護が廃止になったとき
　　刑務所から出所したとき
　(4)保険料（税）
　　条例に基づき、世帯の所得・人数・年齢などにより決定
　　世帯ごとに課税し、本市では年９回に分けて支払う
　(5)給付
　　医療機関を受診した時の自己負担一部
　　高額療養費、食事代の支給、補装具を作った時の療養費、出産一時金
　　葬祭費
２.国民健康保険の運営
　平成30年度の制度改革に伴い、都道府県も国民健康保険の保険者となり、市町村とともに運営を担っており、財政主体は都道府県、資格管理・賦課・給付などの事務は市町村が運営している。
財政主体である都道府県は、市町村ごとに国保事業費納付金を示し、市町村から納付される納付金や国からの補助金などで運営している。
従って、現在市町村で発生する医療費は全額県が給付している。
保険税の決定は市町村が行うが、国保事業費納付金に連動して示される標準保険料（税）率を参考にすることとなる。
３.国民健康保険運営協議会について
　(1)「尾張旭市国民健康保険条例」より抜粋
(国民健康保険運営協議会)

第2条　国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項の規定に基づき、尾張旭市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(国民健康保険運営協議会協議会の委員の定数)

第3条　国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1)被保険者を代表する委員　5人

(2)保険医又は保険薬剤師を代表する委員　5人

(3)公益を代表する委員　5人
　(2)「尾張旭市国民健康保険運営協議会規則」より抜粋
(所掌事務)
　    第2条　協議会は保健事業の運営の重要事項に関し市長の諮問に応じて審議し、又は建議する。
⇒事実上国民健康保険事業の運営方針は、この協議会で決められている。
(3)その他
ア 委員は、特別職の地方公務員（市町村職員）であって、非常勤とされ、市町村長が任命する。
イ 会議は年３回程度、通常午後１時３０分から１時間程度です
ウ 会議に参加いただいた場合の報酬は、１回につき６，４００円です。（源泉所得税徴収後６，２０４円。会議の翌月１５日に口座振込。）
エ 会議の日にちは約１ヵ月前に文書でお知らせ、会議の議題及び資料については会議の約１週間前に郵送されます。
オ 委員の氏名と会議における発言は、市ホームページに公表されます。
○参考資料
市ホームページで国民健康保険運営協議会の議事録がご覧いただけます。
https://www.city.owariasahi.lg.jp/sisei/kaigikoukai/huzoku/hokeniryou/kokuho.html
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